
結果 報告

議長（課題調整会議）
①市民意見の反
　映可否を判断
　★に同じ

議会運営委員会
①条例案の確定
②提出者・賛成者の決定

本会議
①提案
②採決

（課題調整会議が指定した）
検討組織

①市民からの意見募集（パブコメ）
※議長名で実施するが実務は検討組織

反映案 報告

議長（課題調整会議）
①パブコメ結果の反映可否を判断
　★に同じ

案件

（課題調整会議が指定した）
検討組織

①市民の意見を
　聴く会

反映案 報告

必要に 応じて 重要な 案件 軽微な

【改善のポイント】
①市民意見の整理に議員が主体的に関与、広報広聴委員会の役割の見直しと位置付けの明確化
②常任委員会・特別委員会・議会運営委員会による協議・検討の明確化
③政策形成検討組織の見直し
④全員協議会の位置付けの明確化
※詳細は別図のとおり

①

②

③

④

条例案等の検討
①所管事務調査や委員協議会、任意の勉強会等で検討
②理事者側（所管課、総務課）との調整協議
※所管事務調査等で同時進行する場合あり

議長（課題調整会議）
①議会としての対応方針決定
②検討組織を指定

常任委員会、特別委員会
議会運営委員会

※必要に応じて代表者会議で周知

政策形成会議を設置
※メンバーは案件に応じて選出
※代表者会議に諮り、設置

任意組織を設置
※メンバーは案件に応じて選出
※必要に応じて代表者会議で周知

市民との意見交換会及び
議会報告会で聴取した意

見

①市民からの意見、要望
②委員会、会派、議員による政策提言 その他議会に寄せられ

た意見で議長が必要と
認めるもの

議長（課題調整会議）
①検討結果の可否を判断（決定又は広く市民意見を聴く等）
　★必要に応じて代表者会議（又は全議員説明会）で結果等
　　を周知

条例制定等の政策提言があった場合に
議会として対応する際の手順（現行）

（①～④が改善のポイント） 青枠内が改善案の流れに追加した部分

常任委員
会、特別委
員会

会派 議員

一部の地域の住民や家

庭に限られる条例、市

民の生活及び事業活動

に影響を及ぼさない軽

微な条例など
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